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を含むことが示され、アサクサ

ノリのおいしさが裏付けられた

（表１）。また、おいしさの指標

の一つであるタンパク質総量の

分析では、有明産トップブラン

ドの基準が 50％とされている

が、アサクサノリは 54～57％と

なり、有明産トップブランドに

匹敵する値となっている。 

  ④「伊勢あさくさ海苔」生産ルールの確立 

伊勢あさくさ海苔（平成 26 年商標登録）の定義（図 15）や養殖方法などに係る

ルールを暫定的に定めた。検討にあたっては、伊勢あさくさ海苔を三重県産クロノ

リのフラッグシップ商品にふさわしい、おいしく信頼できる商品に育てることを最

も重視した。定義では、三重県

水産研究所の種を用いることや、

共同で陸上採苗を行うこと、１

回摘みの製品であること、所定

のＤＮＡ検査と食味検査に合格

することなどが決められた。ま

た、定義とは別に養殖方法など

に関して、酸処理の禁止、第三

者への種の流出禁止、試験協力、

全量共販出荷などを定めた。 

 

６ 波及効果 

   今回の取組では、アサクサノリ生産者、三重県漁連、研究機関、県行政など関係機

関が連携して課題を克服し、商業的に生産する段階まで到達することができた。私た

ちにとって、大きな取組に中心的に参加した過程そのものが貴重な経験であり、大き

な自信につながった。また、地域を挙げての産地戦略や品種戦略がとても重要である

と実感し、今後、新品種の実用試験などで、水

産研究所との連携を強化する意識が生まれてい

る。 

流通関係者は、伊勢あさくさ海苔が、百貨店

の中元、歳暮商戦における、クロノリ商品の牽

引役となることを期待している（図 16）。私た

ちの取組が多少なりとも市場に影響を与えたと

知り、販売や消費にも目を向ける意識が強くな

っている。    

 

７ 今後の課題 

   伊勢あさくさ海苔の生産に係るルールや検査基準の適正化を進めていくことが重要

図 16 「伊勢あさくさ海苔」の  

 ギフト商品写真 

「伊勢あさくさ海苔」の定義（概 要） 

（１）水産研究所のアサクサノリ種であること 

（２）共同で陸上採苗した種網であること 

（３）三重県内で生産されたものであること 

（４）１回摘みの製品であること 

（５）ＤＮＡ検査に合格すること 

（６）食味検査に合格すること 

図 15 「伊勢あさくさ海苔」の定義 

分析協力：三重大学大学院生物資源学研究科 柿沼教授 

表１ 呈味に関する遊離アミノ酸含有量の比較 

伊勢湾産スサビノリ
（平均値）

1,077

 （mg/100g）

伊勢あさくさ海苔
（平均値）

海苔の種類

1,635呈味に関する
遊離アミノ酸
グルタミン酸

アスパラギン酸
アラニン
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である。また、顧客をつかむためには、安定生産が必須条件となることから、養殖の

ノウハウの蓄積を進めていく必要がある。 

全国に「アサクサノリなら三重県産」のイメージを定着させ、産地の知名度を向上

させるためには、他地域とも養殖のノウハウを共有し、県を挙げて増産に取り組むこ

とが必要である。さらに、アサクサノリ含有率などの情報を効果的にＰＲに役立てる

ことも不可欠と考える。伊勢あさくさ海苔をフラッグシップに、三重県としての産地

戦略を展開し、もうかるノリ養殖業の実現に向けて取り組んでいきたい。 


